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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光照射手段から読み取り対象物に照射された光の反射光を取り込む、複数個の開口部で
構成されるホールアレイと、
　前記ホールアレイに取り込まれた反射光を結像する結像手段と、
　前記結像手段に結像された反射光を回折する回折手段と、
　前記回折手段によって回折された反射光を取得する受光手段と、を含む分光特性取得装
置であって、
　前記ホールアレイを構成する前記複数個の開口部は、前記結像手段によって前記受光手
段上に結像される像の像高に応じて、形状が異なっていることを特徴とする分光特性取得
装置。
【請求項２】
　前記受光手段は、複数個の分光センサが配列された分光センサアレイを構成することを
特徴とする請求項１記載の分光特性取得装置。
【請求項３】
　前記分光センサは、互いに分光特性の異なる光を受光する所定の数の画素を有すること
を特徴とする請求項２記載の分光特性取得装置。
【請求項４】
　前記複数個の開口部は、前記ホールアレイの所定位置を中心に端部へ向かうに従い、前
記複数個の開口部が配列する配列方向と直交する方向の長さが長くなっていることを特徴
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とする請求項１乃至３の何れか一項記載の分光特性取得装置。
【請求項５】
　前記複数個の開口部は、前記ホールアレイの所定位置を中心に端部へ向かうに従い、前
記複数個の開口部が配列する配列方向の幅が狭くなっていることを特徴とする請求項１乃
至４の何れか一項記載の分光特性取得装置。
【請求項６】
　前記所定位置は、前記結像手段の光軸中心に対してずれた位置であることを特徴とする
請求項５記載の分光特性取得装置。
【請求項７】
　画像担持媒体上に複数色で形成された画像の色を評価する画像評価装置であって、
　請求項１乃至６の何れか一項記載の分光特性取得装置と、
　前記画像担持媒体を搬送する搬送手段と、
　前記分光特性取得装置が取得した分光特性に基づいて、前記画像の色を評価する画像評
価手段と、を有する画像評価装置。
【請求項８】
　請求項７記載の画像評価装置を搭載した画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、読み取り対象物の分光特性を取得する分光特性取得装置、前記分光特性取得
装置を有する画像評価装置、及び前記画像評価装置を有する画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プロダクションプリンティング分野においても枚葉機、連帳機ともにデジタル化
が進み、電子写真方式、インクジェット方式などの製品が多く市場投入されている。ユー
ザーニーズもモノクロ印刷からカラー印刷への移行における画像の多次元化、高精細高密
度化がすすみ、写真高画質プリント、カタログ印刷、請求書等への個人嗜好に対応した広
告掲載等、消費者の手元に届くサービス形態の多様化が進み、高画質、個人情報の保証、
色再現への要求も高まっている。
【０００３】
　高画質化に対応した技術として、電子写真方式では中間転写体や感光体上の定着前のト
ナー濃度を検知する濃度センサを搭載しトナー供給量を安定化するもの、個人情報の保証
では画像形成方式によらず出力画像をカメラ等で撮像し文字認識や画像間差分による差異
検出で検査するもの、色再現ではカラーパッチを出力し分光計で一点又は複数点の色計測
を実行しキャリブレーションを行うもの等が上市されてきた。
【０００４】
　これらの技術は、ページ間、ページ内での画像変動に対応するため、画像全域で実行さ
れることが望ましい。加えて、写真高画質、カタログ等はユーザー自身が他ユーザーに対
する商業的な優位性を提示するため光沢付与、文字や画像の装飾、全面コーティング等の
要求が高まってきている。画像形成方法では、電子写真では透明トナー等を付加した光沢
性付与やマット調、メタリック調画像の作像が可能となってきている。
【０００５】
　画像の全幅計測における評価技術の例を以下に示す。例えば、ライン状の受光素子を複
数並べて測定対象を検出系に対し相対的に移動する機構を設定し、全幅の分光特性を計測
する。その際、受光素子間で検出対象領域からの反射光のクロストークが生じないように
遮光壁を設定する技術が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　又、画像の全幅で異なる波長帯を有する光源で連続的に照射し、反射光を取得して全幅
の分光特性を取得する技術が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
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　又、印刷面全幅に光を照射し、ラインセンサカメラで特定領域の濃度を検出し、平均化
することで基準濃度と比較する技術が開示されている（例えば、特許文献３参照）。
【０００８】
　又、原稿と特定原稿を複数回走査して、共通する色味情報を画像間論理和等の処理から
類似度を判定する技術が開示されている（例えば、特許文献４参照）。
【０００９】
　又、印刷面全幅に光を照射し、２次元の画素構造を持つＣＣＤと回折素子又は屈折素子
の組み合わせにより全幅の分光特性を取得する技術が開示されている（例えば、特許文献
５参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、画像の色を全幅で計測しようとした場合、異なる波長帯に限定した複数
の光を照射してエリアセンサで撮像するか、ラインセンサで撮像しながら計測系と被検対
象を相対的に移動する構成、又は、撮像系を複数設定し、撮像系に入射する被検対象から
の反射光の波長帯を限定する構成が一般的に考えられる。その際、取得される複数の波長
帯に対応した画像において、画像間で被検対象とする位置にずれが生じた場合、被検対象
の各位置での色情報を正確に計測することが不可能となる。
【００１１】
　ここで波長帯の異なる複数の画像から色情報を正確に計測する方法として、各画像の被
検対象の位置で取得される反射光量の強度をリファレンスとなる現画像や原稿データと比
較する方法や、各画像の被検対象の位置で取得される反射光量の強度からウィナー推定な
どを適用して連続分光特性を推測する方法などがある。そのため、各画像で異なる位置を
被検対象とした場合、リファレンスとの比較や、連続分光特性の推定に誤差が生じること
となる。
【００１２】
　特許文献１に開示されている技術は、ライン状の計測系であり、被検対象の画像の色を
全幅で計測できる一般的な構成を成すが、各波長帯で得られる画像の位置ずれを低減する
方策は備えていないという問題があった。
【００１３】
　特許文献２に開示されている技術は、異なる波長帯を有する光源からの連続的な照射光
による被検対象からの反射光を取得する構成では、時間軸が生じ、被検対象の同一箇所を
計測することは不可能である。仮に、当該構成で光源と受光系の組合せを複数備えたとし
ても、波長帯の異なる各画像の被検対象位置がずれる虞が多分にあるという問題があった
。
【００１４】
　特許文献３に開示されている技術は、全幅で色情報を取得する構成は同様であるが、検
知した領域の濃度を平均化する工程により代表値としていると考えら、被検対象の色分布
に関しては保証できないという問題があった。
【００１５】
　特許文献４に開示されている技術は、波長帯ごとに原稿と被検対象を画像間演算により
比較して判定しているが、被検対象の色変動は特定できない。また、個別に得られる画像
の色情報から、画像を再構成しても、実際の被検対象に色変動が生じているかは判定不可
能であるという問題があった。
【００１６】
　特許文献５に開示されている技術は、２次元画素構造を有するＣＣＤのデータ読み出し
特性上の制約からラインセンサに対して読み出し速度が格段に遅くなるため、読み取り対
象物である画像担持媒体（紙等）の色情報を取得する速度に大きな制約が存在するという
問題があった。
【００１７】
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　以上のように、対象物の分光情報を全幅で計測する分光センサの従来技術においては、
高速に読み出しを行うことと、分光精度を保つことを両立することは困難であった。
【００１８】
　この課題を解決するために、様々な試みがなされているが、配列した多数の分光センサ
間で測定精度や波長分解能等の特性にばらつきが生じることが問題となっている。この要
因としては２種類挙げられる。第１の要因は、各分光センサが取得する光量にむらがある
ことである。これは一般的なスキャナー等の読み取り装置でも存在する問題であり、これ
を解決する所謂シェーディング補正が多数提案されている。
【００１９】
　例えば、取得した後のデータに対して、均一な条件下で取得される光量分布の逆数に相
当する値を乗算する電子的データ処理によるシェーディング補正方法が多数提案されてい
る（例えば、特許文献６参照）。この手法では、低光量部でノイズ成分も増幅されるため
Ｓ／Ｎ比が低下する問題がある。これは、一般的なスキャナーにおいては大きな問題では
無いが、本発明に係る精密な測色を行うための分光特性取得装置では、測定精度が場所に
よって異なる結果となるため大きな問題である。
【００２０】
　又、異なるシェーディング補正方法として、シェーディング補正用のマスクを結像光学
系の入射側若しくは内部に備えたスキャナー装置が提案されている（例えば、特許文献７
参照）。この手法では、マスクは中心光束より周辺光束を多く取り入れるように端に行く
ほど大きな開口になるよう構成されている。
【００２１】
　他に、ＬＥＤ（発光ダイオード）をアレイ状に配列したＬＥＤアレイ光源を用いた構成
においては、ＬＥＤの配置密度を調整することによって、光源の分布によってシェーディ
ング補正する方法が考えられる。この方法では、場所によってＬＥＤ密度が高くなるため
に、熱の影響により部分的にＬＥＤ寿命が短くなる問題がある。又、センサの特性に合わ
せてその都度光源を開発する必要があるため、開発コストが嵩む。
【００２２】
　第２の要因は、各分光センサ間で波長分解能が異なることである。この原因としては、
結像光学系の性能によるものと、回折素子に起因するものが存在する。一般的には、結像
性能を全像高に渡って均一に保つように結像光学系の特性を最適化するように設計される
が、実際にこれを達成することは困難であり、また結像光学系のレンズ（もしくはミラー
）枚数が増える、あるいは特殊なレンズ硝材を必要とすることから高コストのものとなる
問題があった。
【００２３】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、複数の分光センサアレイ間の特性ば
らつきが少なく、かつ、読み取り対象物の全幅に対して分光特性を高速に計測することが
可能な分光特性取得装置、画像評価装置、及び画像形成装置を提供することを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本分光特性取得装置は、光照射手段から読み取り対象物に照射された光の反射光を取り
込む、複数個の開口部で構成されるホールアレイと、前記ホールアレイに取り込まれた反
射光を結像する結像手段と、前記結像手段に結像された反射光を回折する回折手段と、前
記回折手段によって回折された反射光を取得する受光手段と、を含む分光特性取得装置で
あって、前記ホールアレイを構成する前記複数個の開口部は、前記結像手段によって前記
受光手段上に結像される像の像高に応じて、形状が異なっていることを要件とする。
【発明の効果】
【００２５】
　開示の技術によれば、複数の分光センサアレイ間の特性ばらつきが少なく、かつ、読み
取り対象物の全幅に対して分光特性を高速に計測することが可能な分光特性取得装置、画
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像評価装置、及び画像形成装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】第１の実施の形態に係る分光特性取得装置を模式的に例示する正面図である。
【図２】第１の実施の形態に係る分光特性取得装置を模式的に例示する側面図である。
【図３】図１の一部を拡大して模式的に例示する正面図である。
【図４】回折素子の配置について説明するための図である。
【図５】ホールアレイを例示する図（その１）である。
【図６】従来における、結像手像の像高と受光量の関係を例示する図である。
【図７】本実施の形態における、結像手像の像高と開口部の開口面積の関係を例示する図
である。
【図８】本実施の形態における、結像手像の像高と受光量の関係を例示する図である。
【図９】単一波長の光がホールアレイの１つの開口部へ入射したときラインセンサへ入射
する１次回折光の像を例示する図である
【図１０】開口部の像のＸ方向の幅Ｗｉについて説明するための図である。
【図１１】開口部の像のＹ方向の高Ｈｉについて説明するための図である。
【図１２】分光センサ内の信号光のケラレについて説明するための図である。
【図１３】ホールアレイを例示する図（その２）である。
【図１４】従来における、結像手像の像高とＰＳＦの関係を例示する図である。
【図１５】ホールアレイを例示する図（その３）である。
【図１６】結像手像の像高と開口部の幅ｗの関係を例示する図である。
【図１７】結像手像の像高と開口部の像の幅Ｗｉの関係を例示する図である。
【図１８】ホールアレイを例示する図（その４）である。
【図１９】結像手像の像高と開口部の幅・長さの関係を例示する図である。
【図２０】シミュレーション結果を例示する図である。
【図２１】第６の実施の形態に係る画像評価装置を例示する図である。
【図２２】第７の実施の形態に係る画像形成装置を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００２８】
　〈第１の実施の形態〉
　図１は、第１の実施の形態に係る分光特性取得装置を模式的に例示する正面図である。
図２は、第１の実施の形態に係る分光特性取得装置を模式的に例示する側面図である。図
３は、図１の一部を拡大して模式的に例示する正面図である。以後の記載においては、Ｘ
方向、Ｙ方向、Ｚ方向という表現をするが、これらは図中に描かれている軸方向を表すも
のである。
【００２９】
　図１～図３を参照するに、分光特性取得装置１０は、ライン照明光源１１と、コリメー
トレンズ１２と、マイクロレンズアレイ１３と、ホールアレイ１４と、結像光学系１５と
、回折素子１６と、ラインセンサ１７とを有する。９０は、画像担持媒体（紙等）を示し
ている。画像担持媒体９０上の所定の領域には画像が形成されている。
【００３０】
　なお、以降の説明において、正反射光とは、ライン照明光源１１から画像担持媒体９０
に照射される照射光の入射角と同じ角度で、入射方向とは反対側に反射する反射光（つま
り入射角をθとすると、反射角がπ－θとなる反射光）を指し、拡散反射光とは、正反射
光以外の反射光を指す。
【００３１】
　ライン照明光源１１は、画像担持媒体９０及び画像担持媒体９０上の画像の所定の領域
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に、可視域の光及び可視域外の光を含む照射光を照射する機能を有する。ライン照明光源
１１は、照射光が画像担持媒体９０に対して略斜め４５度より入射する位置に配置されて
いる。ライン照明光源１１としては、例えば可視光のほぼ全域において強度を有する白色
のＬＥＤ（Light Emitting Diode:発光ダイオード）アレイを用いることができる。ライ
ン照明光源１１として、冷陰極管等の蛍光灯やランプ光源等を用いても構わない。ただし
、ライン照明光源１１は、分光に必要な波長領域の光（可視域の光及び可視域外の光を含
む）を発するものであって、かつ観測領域全体にわたって均質に照明可能なものであるこ
とが好ましい。
【００３２】
　コリメートレンズ１２は、ライン照明光源１１から出射された光を画像担持媒体９０に
コリメートして（略平行光として）もしくは集光して照射する機能を有する。ライン照明
光源１１及びコリメートレンズ１２は、本発明に係る光照射手段の代表的な一例を構成し
ている。紙等の画像担持媒体９０上の画像は、ライン照明光源１１及びコリメートレンズ
１２によって構成される光照射手段によって、センシング領域全面に広がりのあるライン
状に照明される。ただし、コリメートレンズ１２は、省略することも可能である。
【００３３】
　マイクロレンズアレイ１３は、ライン照明光源１１から画像担持媒体９０上の画像に照
射された照射光の拡散反射光を、ホールアレイ１４上に結像（集光）する機能を有する。
但し、必ずしも正確にホールアレイ１４上に結像している必要は無く、デフォーカスした
状態や無限系であっても良い。マイクロレンズアレイ１３は、ホールアレイ１４のホール
ピッチとレンズアレイピッチ、後段の結像光学系１５との位置及び光学特性によるシェー
ディング性能からその適否を検討する必要がある。ホールアレイ１４と画像担持媒体９０
が近接して配置されている構成とすることにより、マイクロレンズアレイ１３を廃止する
ことも可能である。
【００３４】
　なお、マイクロレンズアレイ１３の代わりにセルフォックレンズアレイのような屈折率
分布型レンズアレイや、複数のレンズ又はミラーからなる結像光学系を用いることも可能
である。若しくは、テーパロッドアレイのような均質光学素子がホールアレイ１４と一体
的に配置された構成を取ることも可能である。
【００３５】
　ホールアレイ１４は、例えば遮光部に、光が透過する複数個の開口部（例えば円形の開
口部）が一列に並んだ構造を有し、ライン照明光源１１により照射された照射光の画像担
持媒体９０及び画像担持媒体９０上の画像の所定の領域からの拡散反射光を複数の領域に
分割する機能を有する。ホールアレイ１４の各開口部に入射した光線は、複数の領域に分
割される。１つの開口部が１つの分光センサ（後述）に対応しており、１つの開口部と分
光センサのＮ個の画素は結像関係にある。更に、開口部及びＮ個の画素がそれぞれ一方向
に配列して形成されていることによって、分光センサが一方向に配列した分光センサアレ
イをラインセンサ上に構成することが出来る。
【００３６】
　ホールアレイ１４としては、黒化処理をした金属板に穴が開いたものや、ガラス基板上
に所定の形状でクロムやカーボン含有樹脂等の黒色部材が形成されたもの等を用いること
ができる。なお、開口部は複数の大きさを有していても良い。この場合には、所望の波長
分解能に応じてホールアレイ１４の位置を切り替えることができる。なお、ホールアレイ
１４の開口部の形状については、後ほど更に詳しく説明する。
【００３７】
　結像光学系１５は、複数枚のレンズから構成され、ホールアレイ１４上の複数の領域に
分割された各像を、回折素子１６を介してラインセンサ１７に結像（集光）する機能を有
する。結像光学系１５としては、一般的なスキャナー光学系に用いられるレンズや、工業
的に用いられているラインセンサ用レンズを用いることが可能である。ここでは、例とし
て市販のラインセンサ用レンズ（モリテックス社、ML-L02035）を用いることとする。倍
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率は０．２倍であり、約３００ｍｍの画像を６０ｍｍの範囲に結像させることが可能であ
る。結像光学系１５は、本発明に係る結像手段の代表的な一例である。なお、結像手段と
は、１つの光軸を有する結像光学系を意味しており、例えばマイクロレンズアレイやセル
フォックレンズのようなアレイ光学系は含まないものとする。ホールアレイ１４とライン
センサ１７との間にアレイ光学系を使用する構成も可能であるが、以下のような問題点が
あり好ましくはない。
【００３８】
　プリンターやコピー機等から出力される画像の測色を行うためには、画像領域全幅をセ
ンシング領域とする必要があり、アレイ光学系を使用するためには一般的にセンシング領
域と同一幅のセンサが必要となる。このようなセンサは作製することが困難であり、又、
作製されたとしても複数のセンサをつなぎ合わせて作製するため、つなぎ部における画素
の欠けが存在することが懸念される。これに対して、アレイ光学系では無い結像光学系を
使用する構成においては、結像光学系を縮小光学系とすることで小型なセンサを利用して
広い範囲をセンシングすることが可能となる。
【００３９】
　回折素子１６は、ラインセンサ１７に近接して配置されており、図３中の点線で光路を
模式的に示すように、入射光を回折させることで、ラインセンサ１７の各分光センサ（後
述）のＮ個の画素に異なる分光特性を有する光を入射させる。回折素子１６は、ホールア
レイ１４上の複数の領域に分割された各像を、可視域及び可視域外で分光する機能を有す
る。回折素子１６は、例えば透明基板上に鋸歯形状の構造が周期的に形成されたものであ
る。回折素子１６は、本発明に係る回折手段の代表的な一例である。
【００４０】
　ラインセンサ１７は、複数の画素から構成され、回折素子１６を介して入射する所定の
波長帯の拡散反射光量を取得する機能を有する。ラインセンサ１７としては、例えばＭＯ
Ｓ（Metal Oxide Semiconductor Device）、ＣＭＯＳ（Complimentary Metal Oxide Semi
conductor Device）、ＣＣＤ（Charge CoupＬＥＤ Device）、ＣＩＳ（Contact Image Se
nsor）等を用いることができる。
【００４１】
　ラインセンサ１７は、複数の画素がＸ方向に一列に配列した画素構造を有する。ライン
センサ１７は、Ｘ方向に並設されたＮ個の画素を一群とする分光センサ１７ａ、１７ｂ、
１７ｃ等がＸ方向に複数個配列された分光センサアレイを構成している。分光センサ１７
ａ、１７ｂ、１７ｃ等は、Ｘ方向に配列された互いに分光特性の異なる光を受光するＮ個
の画素を有する。
【００４２】
　分光センサ１７ａ、１７ｂ、１７ｃ等を構成する画素数であるNの値は、回折素子１６
で分光される波長領域の数に対応している。図３の例ではＮ＝６である。分光センサ１７
ａ、１７ｂ、１７ｃ等を構成するN個の画素には、互いに異なる分光特性を持つＮ個の光
が入射する。以上のように、分光特性取得装置１０は構成されている。
【００４３】
　図１及び図２に示す分光特性取得装置１０において、点線は、画像担持媒体９０からの
拡散反射光の代表的な光路を模式的に示している。ライン照明光源１１から出射された光
はコリメートレンズ１２を経由し（コリメートレンズ１２は省略される場合もある）、読
み取り対象物である画像担持媒体９０上の画像の所定の領域に、広がりのあるライン状に
照明される。画像担持媒体９０及び画像担持媒体９０上の画像の所定の領域からの拡散反
射光は、マイクロレンズアレイ１３によってホールアレイ１４上に結像され領域分割され
る。又、ホールアレイ１４上の領域分割された像は回折素子１６によって分光され、結像
光学系１５によってラインセンサ１７の画素上に結像される。
【００４４】
　ここで、回折素子１６の鋸歯形状部の周期をｐとすると、回折素子１６へ角度αで入射
する波長λの光は、式（１）で表される角度θmに回折する。式（１）において、ｍは回
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折素子１６の次数であり、正負の整数の値を採ることができる。
【００４５】
【数１】

　式（１）で示される回折角θｍの波長依存性によって、Ｎ個の画素に異なる分光特性を
有する光を入射させることが可能となっている。更には、回折しない光である０次光や、
２次回折光、－１次回折光等がラインセンサ１７へ入射して精度劣化の原因となることを
防ぐために、回折素子１６とラインセンサ１７との間に遮光部が設けられていることが好
ましい。
【００４６】
　遮光部は用いなくても良いより好ましい構成として、回折方向がラインセンサ１７の画
素配列方向に対して所定角度傾くように回折素子１６を形成した構成を取ることができる
。つまり、非回折光（０次光）やその他所望の次数以外の回折光を遮断するために、回折
素子１６が、回折素子１６の回折方向が、光学系全体の光軸（Ｚ方向）に垂直な面内（Ｘ
Ｙ平面内）で、ラインセンサ１７の画素が配列している方向（Ｘ方向）と非平行となるよ
うに配置することができる。
【００４７】
　これに関して図４を用いて説明する。図４は、回折素子の配置について説明するための
図であり、ラインセンサ１７及びラインセンサ１７へ入射する光を入射面側から見た状態
を示している。図４では、回折素子を透過する光として、所望の回折光である＋１次光Ｂ
の他に、非回折光（０次光）Ａ、＋1次光Ｂより弱い強度ではあるが所望の回折光でない
－１次光Ｃ、＋２次光Ｄ、－２次光Ｅ等が発生している。
【００４８】
　回折素子１６の回折方向はＸ方向に対して角度αだけ傾いており、具体的な回折素子の
配置としては、図３で示した回折素子１６の回折ベクトル方向が、光学系全体の光軸（Ｚ
方向）に垂直な面内（ＸＹ平面内）でラインセンサ１７のＮ個の画素が配列している方向
（Ｘ方向）に対して角度αだけ傾いて配置されている。これによって、所望の回折光であ
る１次光はラインセンサ１７の画素へ入射するが、所望の回折光でない非回折光（０次光
）や－１次光、±２次光等はほとんど入射しない配置とすることが可能である。角度αは
、ある＋２次光Ｄが隣接する＋１次光Ｂと同一の画素に入射しないような角度に決定する
必要がある。又、これらラインセンサ１７へ入射しない所望の回折光でない光を遮断する
遮光部を更に設けることも効果的である。
【００４９】
　図４のように回折方向を傾けるためには、例えば図３で示した回折素子１６全体を、光
学系全体の光軸（Ｚ方向）に垂直なＸＹ平面内でＸ軸に対して角度αだけ回転させればよ
い。又、回折素子１６全体は回転させずに、回折素子１６の歯の角度を光学系全体の光軸
（Ｚ方向）に垂直なＸＹ平面内でＸ軸に対して角度αだけ傾けてもよい。これによって、
所望の回折光である＋１次光Ｂはラインセンサ１７の画素へ入射するが、所望の回折光で
ない非回折光（０次光）Ａ及び－１次光Ｃや、＋２次光Ｄ、－２次光Ｅ等はほとんど入射
しない配置とすることが可能である。
【００５０】
　分光特性取得装置１０は、略４５０ｎｍ～略６００ｎｍを含む回折像を取得することが
好ましい。そのため、回折素子１６は、略４５０ｎｍ～略６００ｎｍを含む波長に対応す
る回折性能を有するように格子周波数及びブレーズ角度が設定されており、略４５０ｎｍ
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～略６００ｎｍを含む回折像を取得することができる。又、回折素子１６として、鋸歯状
の回折格子に代えてホログラフィー回折格子を適用することもできる。ホログラフィー回
折格子は、ピーク回折効率が鋸歯状の回折格子に比較し多少低下するものの、可視域及び
可視域外の広い波長領域で一定の回折性能を確保することが可能となる。
【００５１】
　分光特性取得装置１０において、略４５０ｎｍ～略６００ｎｍよりも広い波長範囲の回
折像を取得できるように構成しても良い。例えば、分光特性取得装置１０を略４００ｎｍ
から略７００ｎｍの波長範囲を含む回折像を取得できるように構成すると、イエロー（Ｙ
）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）等の色材、例えば、色トナーによる画像の色情報を取
得することができる。又、分光特性取得装置１０を略３５０ｎｍから略４００ｎｍの波長
範囲を含む回折像を取得できるように構成すると、紙と透明トナー分布領域の識別、すな
わち透明トナーにより形成された透明画像の有無を識別することができる。又、分光特性
取得装置１０を略７００ｎｍ以上の波長範囲を含む回折像を取得できるように構成すると
、黒トナー領域とそのほかの色トナー、透明トナー及び紙とを識別することができる。こ
のように、略４５０ｎｍ～略６００ｎｍよりも広い波長範囲の回折像を取得できるように
構成することにより、読み取り対象物の色情報の取得に加え、読み取り対象物の光沢付与
等の付加価値情報の取得が可能となる。
【００５２】
　それら波長範囲を決定する要因として、略４００ｎｍから略７００ｎｍでは画像の色情
報を取得する分光計測を実行可能であるが、透明トナーのみが分布する場合、紙露出部で
の拡散反射光の分光情報に対し透明トナーが分布する領域での分光情報と差異が小さく、
両者を分離することが困難であり、透明トナーにより形成された画像の状態を検出できな
い。そのため、トナーを構成する樹脂の光の吸収波長帯は紫外域にあることを利用し、略
３５０ｎｍから略４００ｎｍの波長範囲の回折像の受光強度から、透明画像の有無を識別
する。すなわち、略３５０ｎｍから略４００ｎｍの波長範囲の回折像の受光強度が高けれ
ば紙露出部、低ければ透明トナーにより画像形成された画像領域として分離することが可
能となり、透明画像の有無を検出できる。
【００５３】
　一般的な紙の紫外域での分光反射率は３０～４０％程度得られ、トナーを構成する樹脂
の分光反射率は１０%以下となる。そこで、これらの値を指標として、回折像の受光強度
の高低を判断することができる。例えば、分光反射率が２０％以上であれば回折像の受光
強度が高い、分光反射率が２０％未満であれば回折像の受光強度が低いと判断することが
できる。但し、可視域の短波長側、例えば波長を４００ｎｍとする場合は、一般的な紙の
分光反射率とトナーを構成する樹脂の分光反射率との差が１０％程度と小さい場合もある
。このような場合には、使用する紙と透明画像領域の分光反射率差を予め計測する工程を
別途設け、計測結果に基づいて、回折像の受光強度の高低を判断する閾値を設定すればよ
い。なお、赤外域では、紙、色トナー（イエロー、マゼンダ、シアン等）、及び透明トナ
ーでは特性に顕著な差異が見られる吸収波長帯がない。しかし、黒トナーは赤外域におい
て構成材料であるカーボンの吸収が大きいため、赤外域の回折像の受光強度から黒トナー
の存在の有無を紙及び他のトナー像から分離、識別することが可能となる。
【００５４】
　分光センサ１７ａ、１７ｂ、１７ｃ等を構成する画素数Ｎは、ホールアレイ１４のピッ
チ及び径、結像光学系１５の倍率、回折素子１６のピッチ、回折素子１６とラインセンサ
１７との設置距離等から決まるが、ラインセンサ１７上に構成するユニット数、計測する
波長範囲等の条件に合わせ柔軟に調整することができる。
【００５５】
　透明トナーにより形成された画像の光沢付与等の付加価値情報の取得には、紫外光から
可視域の短波長領域までの波長を適用するが、特定の波長に限定して、回折像の受光強度
により透明画像の有無を判断することが最も簡易な方法である。しかしながら、蛍光材料
等、添加剤による紙の分光特性変動等があるため、信頼性を高めるために複数波長を適用
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することが望ましい。
【００５６】
　又、可視域の長波長領域から赤外域での黒トナー検知は、イエロー、マゼンダ、及びシ
アンにより形成された黒画像と黒トナーにより形成された黒画像の判別に適用できる。後
述する画像評価装置及び画像形成装置へのフィードバック時に、詳細な画像補正への展開
が可能となる。
【００５７】
　なお、図１及び図２に例示する光学系は、ライン照明光源１１から出射される照射光が
画像担持媒体９０に対して略斜め４５度より入射し、ラインセンサ１７が画像担持媒体９
０から垂直方向に拡散反射する光を受光する所謂４５／０光学系である。しかしながら、
本実施の形態に係る分光特性取得装置において、光学系の構成は図１及び図２に例示する
ものに限定されず、例えば、ライン照明光源１１から出射される照射光が画像担持媒体９
０に対して垂直に入射し、ラインセンサ１７が画像担持媒体９０から４５度方向に拡散反
射する光を受光する所謂０／４５光学系等としても構わない。
【００５８】
　ここで、ホールアレイ１４の開口部の形状について考える。仮に、開口部１４ｘの形状
が一様であるとすると、分光センサアレイを構成する各分光センサ（分光センサ１７ａ、
１７ｂ、１７ｃ、・・・）の受光光量にむらが発生する。例えば、各分光センサは撮像位
置（以後の説明では像高と呼ぶ）に応じて結像光学系１５が取り込む角が異なっているた
め、図６に示すようにコサイン４乗則として知られる取り込み角に応じた光量むら等が発
生する。
【００５９】
　この原因としては、ライン照明光源１１が持つ光量分布、結像光学系１５のケラレによ
って生じる口径食、結像光学系１５の物体側画角に応じて原理的に発生するコサイン４乗
則として知られるシェーディング等が考えられる。これらの影響は、基本的には結像光学
系１５の中心光軸で光量が最も強く、結像光学系１５に関して像高が高くなるに連れて光
量が落ちる結果として現れる。
【００６０】
　図５は、ホールアレイを例示する図である。図５に示すように、各分光センサ（分光セ
ンサ１７ａ、１７ｂ、１７ｃ、・・・）の受光光量に発生するむらを低減するため、本実
施の形態に係るホールアレイ１４は、開口部１４ｘの形状が、結像光学系の像高に応じて
、すなわちＸ方向に関して異なっている。図７は、結像手像の像高と開口部の開口面積の
関係を例示する図である。図７に示すように、開口部１４ｘの形状は、結像光学系１５の
光軸中心において最も開口面積が小さく、高像高において開口面積が大きくなっているこ
とが最も好ましい。
【００６１】
　図８は、結像手像の像高と受光量の関係を例示する図である。図８において、点線は、
ホールアレイの開口形状が全像高に対して全て同じである場合（従来のホールアレイの場
合）の受光量を示している。又、実線は、図５で示したホールアレイ１４を用いた場合（
本実施の形態に係るホールアレイ１４の場合）の受光量を示している。分光特性取得装置
１０に、図７に示すような開口面積の開口部１４ｘを有するホールアレイ１４を用いると
、図８の実線に示すように、全ての分光センサに対して受光量を略一定に保つことが可能
となる。又、全ての分光センサに対して波長分解能の分布を略一定に保つことが可能とな
る。なお、図７及び図８では、それぞれ横軸を像高と記載したが、図７において像高とは
ホールアレイ１４面上での位置を意味しており、図８では結像光学系１５によってライン
センサ１７上に縮小結像されるホールアレイ１４の位置を意味している。
【００６２】
　又、図５では、ホールアレイ１４の個々の開口部１４ｘとして円形のものを示したが、
これに限られるわけでは無く、開口部１４ｘは、楕円形や矩形或いは他のより複雑な形状
をしていても良い。又、より細かくシェーディング補正を行うために、ホールアレイ１４
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の開口面積の分布が図７で示したものより複雑な分布形状を持つことも考えられる。
【００６３】
　このように、第１の実施の形態では、分光特性取得装置を構成するホールアレイの開口
部の形状を、結像手像の像高に応じて異なるようにする。これにより、部品点数を増やす
ことが無い簡易な構成によって、全像高に対して受光光量の分布及び波長分解能の分布を
略一定とすることが可能となる。すなわち、複数の分光センサアレイ間の特性ばらつきを
低減することができる。その結果、互いに測定の特性に差が少ない複数の分光センサから
構成されるアレイ状の分光特性取得装置を実現できる。
【００６４】
　又、第１の実施の形態に係る分光特性取得装置は、所定の方向に配列された互いに分光
特性の異なる光を受光する複数（Ｎ個）の画素を有する分光センサが、前記所定の方向に
複数個配列された分光センサアレイを構成するラインセンサを用いて分光特性を取得する
。その結果、読み出し速度が遅い２次元画素構造を有するセンサを用いずに分光特性を取
得できるため、読み取り対象物の全幅に対して分光特性を高速に計測することが可能とな
る。
【００６５】
　〈第２の実施の形態〉
　第１の実施の形態では、分光特性取得装置を構成するホールアレイの開口部の形状を、
結像手像の像高に応じて異なるようにすることが好適である旨を説明した。第２の実施の
形態では、前述した受光光量のむらのみを補正する場合の、開口部の具体的な形状及び配
置について説明する。
【００６６】
　図９は、単一波長の光がホールアレイの１つの開口部へ入射したときラインセンサへ入
射する１次回折光の像を例示する図である。図９において、１次回折光の像は、ホールア
レイ１４の開口部１４ｘの形状が結像光学系１５及び回折素子１６によってぼける影響を
重畳した形状となっている。ここでは、図１０及び図１１に示すように、開口部１４ｘの
像のＸ方向の幅をＷｉ、Ｙ方向の高さをＨｉとして定義することとする。又、同時に開口
部１４ｘの幅（Ｘ方向）をｗ、高さをｈ（Ｙ方向）として定義する。なお、幅Ｗｉ及び高
さＨｉは開口部１４ｘが結像光学系１５及び回折素子１６によってラインセンサ１７上に
結像されたときの像に関するもの、幅ｗ及び高さｈは開口部１４ｘそのものに関するもの
である。
【００６７】
　幅Ｗｉ及び高さＨｉは、例えばピーク強度に対して１／ｅ２まで入射光強度が減衰する
領域として定義することができる。又、開口部１４ｘの像の形状は、結像光学系１５の色
収差や回折素子１６に起因する色収差の影響を受けるため、波長によって形状が異なる。
よって、ここでは一例として、可視光の中心波長付近である波長５３０ｎｍにおける開口
部１４ｘの像の幅及び高さを、幅Ｗｉ及び高さＨｉとする。但し、必ずしもこの波長に限
られるわけでは無く、設計状況に応じて定義波長を変更することが可能である。
【００６８】
　本実施の形態に係る分光特性取得装置１０において、ラインセンサ１７の画素配列方向
に異なる波長の光を分光して入射するため、ラインセンサ１７上の開口部像の幅Ｗｉは各
分光センサにおける波長分解能を規定している。波長分解能をどの程度に設定するかは分
光特性取得装置の使用目的によって定められるため、それに応じて開口部１４ｘの幅、及
び結像光学系１５の結像性能を設計すれば良い。
【００６９】
　これに対して、開口部１４ｘの像の高さＨｉは分光センサの波長分解能とは関係せず、
入射光量のみに影響を及ぼす。よって、前述した受光光量のむらのみを補正したいときは
、図１３に示すように、ホールアレイ１４の開口部１４ｘの形状を、ホールアレイ１４の
所定位置を中心に端部へ向かうに従い、開口部１４の配列方向と直交する方向（Ｙ方向）
の長さが長くなるようにすると良い。これにより、各分光センサの波長分解能に影響を及
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ぼさずに、受光光量の像高に対するむらのみを補正できる。
【００７０】
　このとき、図１２で示すように、分光センサ１７ｎ（任意の分光センサ）のＹ方向の長
さＨｓに対して、分光センサ内の全ての画素において信号光がケラレ無いように開口部１
４ｘの像の高さが規定されていることが望まれる。これを満たすためには、全分光センサ
における開口部１４ｘの像の高さの最大値をＨｉｍａｘ、ラインセンサ１７の画素のＸ方
向の幅をＷｓ、Ｙ方向の高さをＨｓ、回折方向の傾き角をαとすると、式（２）を満たす
ことが条件となる。
【００７１】
【数２】

　このように、第２の実施の形態では、分光特性取得装置を構成するホールアレイの開口
部の形状を、ホールアレイの所定位置を中心に端部へ向かうに従い、開口部の配列方向と
直交する方向（Ｙ方向）の長さが長くなるようにする。これにより、各分光センサの波長
分解能に影響を及ぼさずに、受光光量の像高に対するむらを良好に補正可能な分光特性取
得装置を実現できる。
  なお、シェーディング補正方法としては、前述した通り多数の方法が提案されている。
しかしながら、電気的なシェーディング補正方法では、高像高においてＳ／Ｎ比が低下し
測定精度が劣化する問題がある。又、開口マスクを設ける方法では、追加部品が必要とな
るためコストが高くなる。又、光源の分布によってシェーディング補正する方法があるが
、これも光源コストが高くなる。本実施の形態に係る分光特性取得装置によれば、追加部
品や特殊な光源を必要とせず、高像高においてもＳ／Ｎ比が低下することが無いため、こ
のような従来から提案されていた技術よりも優れたシェーディング補正が可能となる。
【００７２】
　〈第３の実施の形態〉
　第２の実施の形態では、受光光量の像高に対するむらを補正する場合の、開口部の具体
的な形状及び配置について説明した。第３の実施の形態では、前述した各分光センサ間の
波長分解能のみを補正する場合の、開口部の具体的な形状及び配置について説明する。
【００７３】
　図１４は、結像手像の像高とＰＳＦの関係を例示する図である。ＰＳＦ（Point Spread
 Function）とは、ホールアレイ１４の開口部１４ｘをラインセンサ１７上に結像する結
像性能を示す点像分布関数である。
【００７４】
　図１４の例では、ＰＳＦが像高に応じて異なっている。これは、各分光センサ間で波長
分解能が異なることを意味する。ＰＳＦが場所によって異なる原因としては、結像光学系
の性能によるものと、回折素子に起因するものが存在する。一般的には、結像性能を全像
高に渡って均一に保つように結像光学系の特性を最適化するように設計されるが、実際に
これを達成することは困難であり、また結像光学系のレンズ（もしくはミラー）枚数が増
える、或いは特殊なレンズ硝材を必要とすることから高コストとなる問題がある。そこで
、以下に、この問題を解決する手段について説明する。
【００７５】
　本実施の形態に係る分光特性取得装置において、開口部１４ｘの像の幅Ｗｉは、結像倍
率Ｍ、開口部１４ｘの幅ｗ、Ｘ方向のＰＳＦ であるＷＰＳＦを用いて、おおよそ式（３
）で表すことができる。
【００７６】
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【数３】

　前述した通り、幅Ｗｉは波長分解能と直接関係しているため、ＷＰＳＦが像高に応じて
異なっていることにより、各分光センサの波長分解能にむらが生じることとなる。この問
題を解決するために、本実施の形態に係る分光特性取得装置では、図１５及び図１６に示
すように、ホールアレイ１４の開口部１４ｘの形状を、ホールアレイ１４の所定位置を中
心に端部へ向かうに従い、開口部１４の配列方向（Ｘ方向）の幅ｗが狭くなるようにして
いる。
【００７７】
　図１７は、結像手像の像高と開口部の像の幅Ｗｉの関係を例示する図である。図１７に
おいて、点線は、ホールアレイの開口部１４の幅が全像高に対して全て同じである場合（
従来のホールアレイの場合）の開口部の像の幅Ｗｉを示している。又、実線は、図１５及
び図１６で示したホールアレイ１４を用いた場合（本実施の形態に係るホールアレイ１４
の場合）の開口部の像の幅Ｗｉを示している。
【００７８】
　分光特性取得装置１０に、図１５及び図１６に示すような開口部１４ｘを有するホール
アレイ１４を用いると（開口部１４ｘの幅ｗを像高に応じて変えると）、式（３）からも
明らかな通りＷＰＳＦの分布を打ち消す。そのため、図１７の実線に示すように、全ての
分光センサに対して開口部１４ｘの像の幅Ｗｉを略一定に保つことが可能となる。なお、
図１６及び図１７では、それぞれ横軸を像高と記載したが、図１６において像高とはホー
ルアレイ１４面上での位置を意味しており、図１７では結像光学系１５によってラインセ
ンサ１７上に縮小結像されるホールアレイ１４の位置を意味している。
　このように、第３の実施の形態では、分光特性取得装置を構成するホールアレイの開口
部の形状を、ホールアレイの所定位置を中心に端部へ向かうに従い、開口部の配列方向（
Ｘ方向）の幅が狭くなるようにする。これにより、ＰＳＦの分布があっても波長分解能の
むらが無い分光特性取得装置を実現できる。
【００７９】
　〈第４の実施の形態〉
　第２の実施の形態では、受光光量の像高に対するむらを補正する場合の、開口部の具体
的な形状及び配置について説明した。第３の実施の形態では、各分光センサ間の波長分解
能を補正する場合の、開口部の具体的な形状及び配置について説明した。第４の実施の形
態では、受光光量の像高に対するむらを良好に補正可能であり、かつ、ＰＳＦの分布があ
っても波長分解能のむらが無い分光特性取得装置を実現する場合の、開口部の具体的な形
状及び配置について説明する。
【００８０】
　結像光学系に起因する光学像のボケは、結像光学系が一般的には球面レンズなど軸対象
な光学素子によって構成されるため光軸中心に対象となるが、回折素子に起因する光学像
のボケは光軸中心に対して対象とはならない場合がある。特に、図１及び図２に示す分光
特性取得装置１０では、結像光学系１５を通過した後の収束光路中に回折素子１６が設置
されるため回折素子１６に起因する光学像のボケが像高によって異なり、その影響を無視
出来ない。収束光路中に設置された回折格子によって生じる光学収差に関してはいくつか
の研究が成されており、例えば、J.Opt.Soc.Am.A Vol.17, No.12, 2223-2228（以下、非
特許文献１とする）に解析的な近次解が示されている。
【００８１】
　分光特性取得装置１０では、回折素子１６へ入射する主光線の角度が、結像手段１５に
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よって結像される像の像高に応じて異なっている。非特許文献１に従えば、回折光の収差
が最も小さくなるときの回折素子１６への主光線入射角は０度からずれているため、回折
素子１６に起因する光学像のボケは光軸中心に対して対象とはならない。
【００８２】
　よって、図１５に示したホールアレイ１４の開口部１４ｘは、結像手段１５の光軸中心
に対してずれた位置を中心に、端部へ向かうに従い開口部１４ｘの幅が狭くなっているこ
とが好ましい。これにより、回折素子１６に起因する収差の影響も良好に補正することが
可能である。
【００８３】
　更に、開口部１４ｘの像の幅Ｗｉを略一定に保つために開口幅をホールアレイ１４の端
部で狭くすることは、前述したコサイン４乗則に従ってもたらされるような一般的な入射
光量分布を更に大きくする結果をもたらす。よって、これを補正するために、開口部面積
が図７に示した分布よりも更に強く変調されていることが好ましい。
【００８４】
　つまり、最も好ましい構成は、図１８及び図１９に示すホールアレイ１４のように、開
口部１４ｘの幅ｗが結像光学系１５の光軸中心からややずれた位置を中心に、端部（高像
高）に向かうに従って小さくなる分布を有しており、かつ、開口部高さｈが結像光学系の
光軸を中心に端部（高像高）に向かうに従って大きくなる分布を有することである。分光
特性取得装置１０において、以上で説明したホールアレイ１４を用いることにより、波長
分解能及び受光光量の両方を全分光センサに対して略一定とすることが可能となる。なお
、図１９において、Ｏは結像光学系１５の光軸中心を示している。
【００８５】
　このように、第４の実施の形態では、受光光量の像高に対するむらを良好に補正可能で
あり、かつ、ＰＳＦの分布があっても波長分解能のむらが無い分光特性取得装置を実現で
きる。
【００８６】
　〈第５の実施の形態〉
　第５の実施の形態では、Nの数を最小に抑えてウィナー推定などの推定手段によって分
光分布の推定を行う処理を有する分光特性取得装置の例を示す。
【００８７】
　マルチバンド分光では、Nの数が多いほど分光分布の詳細な測定結果を得ることが可能
となり好ましい。しかしながら、ラインセンサ１７の画素数が一定であるとき、Nの数が
増えることによってアレイ化することが可能な分光センサの数は減少することになる。よ
って、分光特性取得装置は、Nの数を最小に抑えてウィナー推定などの推定手段によって
分光分布の推定を行う処理（分光推定処理）を有することが好ましい。分光推定処理に関
しては多くの手法が提案されており、例えば非特許文献である『ディジタルカラー画像の
解析・評価：東京大学出版会：ｐ１５４～ｐ１５７』に詳細が述べられている。
【００８８】
　以下に、１つの分光センサからの出力viから分光分布を推定する手法の一例を示す。１
つの分光センサを構成しているN個の画素からの信号出力vi（i＝1～N）を格納した行ベク
トルｖと、変換行列Gから、各波長帯の分光反射率（例えば４００～７００ｎｍで１０ｎ
ｍピッチの３１個）を格納した行ベクトルｒは式（４）で表される。
【００８９】
【数４】
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　変換行列Gは、式（５）～式（７）に示すように、予め分光分布が既知な多数（ｎ個）
のサンプルに対して分光分布を格納した行列Rと、同様のサンプルを本測定装置で測定し
たときのｖを格納した行列Vから、最小二乗法を用いて誤差の二乗ノルム‖・‖２を最小
化することによって求まる。
【００９０】
【数５】

【００９１】
【数６】

【００９２】

【数７】

　Vを説明変数、Rを目的変数としたVからRへの回帰式の回帰係数行列である変換行列Gは
、行列Vの二乗最小ノルム解を与えるMoore-Penroseの一般化逆行列を用いて式（８）のよ
うに計算される。
【００９３】
【数８】

　ここで、上付きTは行列の転置を、上付き－１は逆行列を表す。これで求まった変換行
列Gを記憶させておくことで、実際の測定時には変換行列Gと信号出力ｖの積を取ることで
任意の被測定物の分光分布ｒが推定される。
【００９４】
　一例として、電子写真方式の画像形成装置によって出力したトナー画像を、本実施形態
に係る分光センサアレイで読み取って分光分布を推定し、推定した分光分布から推定誤差
である色差を算出するシミュレーションを行った。シミュレーションでは、Nの値を変え
たときの測色結果と、より詳細な分光装置から得られる測色結果との色差（ΔE）を求め
ている。
【００９５】
　図２０は、シミュレーション結果を例示する図である。図２０を参照するに、Nが6以上
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では推定値の誤差に大きな違いが無いことがわかる。この結果は、読み取り対象物や、セ
ンサが受光する信号の分光分布などに大きく依存するため全ての場合で当てはまるとは言
えないが、トナーなどの画像形成装置の出力結果を測色するには、Nの数が６以上のとき
分光推定値の誤差が十分小さく、好適な分光センサアレイを実現できることを示している
。
【００９６】
　このように、第５の実施の形態によれば、第１～第４の実施の形態の効果に加えて、更
に以下の効果を奏する。すなわち、第５の実施の形態に係る分光特性取得装置は、N個の
画素からの出力に基づいて、より波長分解能が高く高密度な波長分布を推定する分光特性
推定手段を有する。その結果、Nの数が例えば可視域で６個程度であっても、略連続的な
分光分布を推定することができる。
【００９７】
　特に、画像形成装置によって形成された画像を測定する際には、Nの値として6以上の値
をとるとき略連続的な分光分布の推定を効率良く行うことが可能であり、精度の高い分光
特性取得装置を実現することができる。
【００９８】
　〈第６の実施の形態〉
　第６の実施の形態では、第１～第５の実施の形態に係る分光特性取得装置の何れかを複
数個用いて画像評価装置を構成する例を示す。図２１は、第６の実施の形態に係る画像評
価装置を例示する図である。図２１を参照するに、画像評価装置６０は、例えば電子写真
方式の画像形成装置等によって画像担持媒体９０上に作製された画像を全幅に渡って測定
する画像評価装置であり、図１及び図２に示す分光特性取得装置１０がＸ方向に複数個並
設された構成を有する。画像評価装置６０をこのように構成にすることにより、より広い
範囲の分光特性を取得することができる。
【００９９】
　なお、図２１において照明光学系（ライン照明光源１１とコリメートレンズ１２）は図
示されていないが、照明光学系は、図１で説明したものと全く同じである紙面奥行き方向
（Ｘ方向）より斜め４５度で照射する照明光学系が分光特性取得装置１０と同じ個数だけ
Ｙ方向に複数個並設された構成としてもよいし、分光特性取得装置１０よりも少ない個数
だけＹ方向に複数個並設された構成としてもよいし、１つのみとしてもよい。
【０１００】
　画像評価装置６０は、更に画像評価手段６１と、搬送手段（図示せず）とを有する。画
像評価手段６１は、複数の分光特性取得装置１０からの出力を合成してＸＹＺやＬ*ａ*ｂ
*等の測色データを算出し、画像担持媒体９０上に複数色で形成された画像の色を評価す
る機能を有する。搬送手段（図示せず）は、Ｘ方向に画像担持媒体９０を搬送する機能を
有する。又、画像評価装置６０は、既知の若しくは搬送手段（図示せず）に装着されるエ
ンコーダーセンサ等からの速度情報を元に、画像担持媒体９０上の画像形成部全面にわた
る分光画像データ、及び測色データを算出することができる。
【０１０１】
　このように、第６の実施の形態によれば、第１～第５の実施の形態に係る分光特性取得
装置の何れかを複数個用いて画像評価装置を構成することにより、複数点の分光データを
高速に取得可能であり、かつ分光センサ間の特性ばらつきが無い画像評価装置を実現でき
る。本実施の形態に係る画像評価装置では、観察位置を走査しながら一方向の分光データ
を連続的に取得することによって、対象物の２次元的な分光特性を取得することが可能で
ある。
【０１０２】
　〈第７の実施の形態〉
　第７の実施の形態では、第６の実施の形態に係る画像評価装置を有する画像形成装置の
例を示す。図２２は、第７の実施の形態に係る画像形成装置を例示する図である。図２２
を参照するに、画像形成装置８０は、第６の実施の形態に係る画像評価装置６０と、給紙
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カセット８１ａと、給紙カセット８１ｂと、給紙ローラ８２と、コントローラ８３と、走
査光学系８４と、感光体８５と、中間転写体８６と、定着ローラ８７と、排紙ローラ８８
とを有する。９０は、画像担持媒体（紙等）を示している。
【０１０３】
　画像形成装置８０において、給紙カセット８１ａ及び８１ｂから図示しないガイド、給
紙ローラ８２により搬送された画像担持媒体９０が、走査光学系８４により感光体８５に
露光され、色材が付与されて現像される。現像された画像が中間転写体８６上に、次いで
、中間転写体８６から画像担持媒体９０上に転写される。画像担持媒体９０上に転写され
た画像は定着ローラ８７により定着され、画像形成された画像担持媒体９０は排紙ローラ
８８により排紙される。画像評価装置６０は、定着ローラ８７の後段に設置されている。
【０１０４】
　このように、第７の実施の形態によれば、第６の実施の形態に係る画像評価装置を画像
形成装置の所定の位置に装備することにより、画像全域に渡って色変動のない高品質な画
像を提供することが可能となり、色の自動キャリブレーションを可能とすることから、安
定的に画像形成装置を稼動させることが可能となる。又、画像全域での画像情報を取得可
能とすることから、検品や印刷データの保存などを可能とし、信頼性の高い画像形成装置
を提供することができる。
【０１０５】
　以上、好ましい実施の形態について詳説したが、上述した実施の形態に制限されること
はなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態に種
々の変形及び置換を加えることができる。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０　分光特性取得装置
　１１　ライン照明光源
　１３　マイクロレンズレンズ
　１４　ホールアレイ
　１４ｘ　開口部
　１５　結像光学系
　１６　回折素子
　１７　ラインセンサ
　１７ａ、１７ｂ、１７ｃ　分光センサ
　６０　画像評価装置
　８０　画像形成装置
　８１ａ　給紙カセット
　８１ｂ　給紙カセット
　８２　給紙ローラ
　８３　コントローラ
　８４　走査光学系
　８５　感光体
　８６　中間転写体
　８７　定着ローラ
　８８　排紙ローラ
　９０　画像担持媒体
　Ａ　非回折光（０次光）
　Ｂ　＋１次光
　Ｃ　－１次光
　Ｄ　＋２次光
　Ｅ　－２次光
　α　角度
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０１０７】
【特許文献１】特表２００８－５１８２１８号公報
【特許文献２】特開２００５－３１５８８３号公報
【特許文献３】特開２００２－３１０７９９号公報
【特許文献４】特許第３５６６３３４号
【特許文献５】特開２００３－１３９７０２号公報
【特許文献６】特許第４０７２９７６号
【特許文献７】特開２００５－３２３０５３号公報

【図１】 【図２】
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【図２０】 【図２１】



(22) JP 5644296 B2 2014.12.24

【図２２】



(23) JP 5644296 B2 2014.12.24

10

フロントページの続き

(72)発明者  窪田　陽一
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内

    審査官  横尾　雅一

(56)参考文献  国際公開第０２／０５０７８３（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００５－３２３０５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１７３９８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５１４７３９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｊ　　　３／００－　３／５２
              Ｇ０１Ｊ　　　４／００－　４／０４
              Ｇ０１Ｊ　　　７／００－　９／０４
              Ｇ０１Ｎ　　２１／００－２１／７４
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

